
 
  

 

 
資産の種類が記載され

ます（この場合は土地）。 

 
登記地目：登記上の地

目が記載されます。 

 

現況地目：実際の利用

状況に応じた地目が

記載されます。この現

況地目に応じて課税

の計算が行われます。 

評価額（※）：この価格をもと

に課税標準額を計算します。 

 

住宅の敷地として利用されている土地は、以下による住宅の特例が適用されます。 

 

 

固定・都計課税標準額（※）：住宅用

地の場合、評価額に特例率を乗じ

た価格です。 

 

※土地の評価額と固定・都計課税標準額：分譲マンション等の

区分所有土地の場合、課税明細書には敷地全体の評価額と課税

標準額が記載されます。 

 

 

共用土地の持分割合： 

分譲マンション等の区

分所有土地の場合、持分

割合が記載されます。 

課税明細書の見方（土地） 
お手元の課税明細書の裏面もご参照ください。 

各項目の名称を記載

（下の太枠内の同じ段

に対応） 

この段以降は所有物件

を記載（1枚の課税明細

書に 8件まで記載） 

 

固定・都計負担水準：負担調整

措置の水準が記載されます。

負担調整措置とは、土地の評

価額が急激に上昇した場合で

も、税額を緩やかに上昇させ

る仕組みのことです。 

 

…固定資産税相当税額：固定課税標準額に税率 1.4％を乗じ

た金額 

…都市計画税相当税額：都計課税標準額に税率 0.2％を乗じ

た金額 


